
	

議案第	 	 号	

	

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について	

	

川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。	

	

令和元年	 	 月	 	 日提出	

川崎市長	 福	 田	 紀	 彦	

	

川崎市手数料条例の一部を改正する条例	

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。	

第２条第２７０号を次のように改める。	

(270)	 建築物省エネ法第２９条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費	

性能向上計画の認定の申請（以下この号及び次号において「認定申請」と	

いう。）に対する審査	

ア	 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第３０条第１項	

各号に掲げる基準に適合する旨を登録建築物エネルギー消費性能判定機	

関等が証する書類が認定申請に係る申請書に添付されている場合	

(ア)	 一戸建ての住宅	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １件につき	 ４，９００円	

(イ)	 (ア)以外の建築物	 １件につき	 次に掲げる当該建築物エネルギー消	

費性能向上計画に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額	

ａ	 住宅部分（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する住宅部分の	

うち住戸の部分をいう。以下この号、第２７２号及び第２７４号に	

おいて同じ。）	 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する	

議案第１０９号

令和元年 ９ 月 ２ 日提出

  　川崎市長 福　田　紀　彦



	

額	

(a)	 １戸	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４，９００円	

(b)	 ２戸以上５戸以下	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９，６００円	

(c)	 ６戸以上１０戸以下	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １６，０００円	

(d)	 １１戸以上２５戸以下	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２７，０００円	

(e)	 ２６戸以上５０戸以下	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４５，０００円	

(f)	 ５１戸以上１００戸以下	 	 	 	 	 	 	 	 	 ８１，０００円	

(g)	 １０１戸以上２００戸以下	 	 	 	 	 	 	 １３０，０００円	

(h)	 ２０１戸以上３００戸以下	 	 	 	 	 	 	 １６０，０００円	

(i)	 ３０１戸以上	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １７０，０００円	

ｂ	 共用部分（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する住宅部分の	

うち住戸の部分を除いた部分をいう。以下この号及び第２７４号に	

おいて同じ。）	 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額	

(a)			共用部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９，６００円	

(b)			共用部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００	

平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２７，０００円	

(c)			共用部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０	

００平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 	 	 ８１，０００円	

(d)			共用部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，	

０００平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 １３０，０００円	

(e)			共用部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，	

０００平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 １６０，０００円	

(f)			共用部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のも	

の	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２００，０００円	



	

ｃ	 非住宅部分（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する非住宅部	

分をいう。以下この号及び第２７４号において同じ。）	 次に掲げ	

る建築物の区分に応じ次に規定する額	

(a)	 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９，６００円	

(b)			非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，００	

０平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２７，０００円	

(c)	 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，	

０００平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 	 ８１，０００円	

(d)	 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，	

０００平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 １３０，０００円	

(e)	 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２	

５，０００平方メートル未満のもの	 	 	 	 １６０，０００円	

(f)	 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の	

もの	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２００，０００円	

イ	 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物又は建築物の部分に	

係る特定設計住宅性能評価書が認定申請に係る申請書に添付されている	

場合	

(ア)	 一戸建ての住宅	 １件につき	 ア(ア)に規定する額	

(イ)	 (ア)以外の建築物の住宅部分	 １件につき	 当該建築物エネルギー消	

費性能向上計画に係る建築物の住宅部分の住戸の総数の区分に応じア	

(イ)ａに規定する額	

ウ	 ア又はイ以外の場合	

(ア)	 一戸建ての住宅	 １件につき	 次に掲げる当該建築物エネルギー消	

費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額	



	

ａ	 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの	 	

３４，０００円	

ｂ	 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの	 	

３８，０００円	

(イ)	 (ア)以外の建築物	 １件につき	 次に掲げる当該建築物エネルギー消	

費性能向上計画に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額	

ａ	 住宅部分	 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額	

(a)			１戸	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３４，０００円	

(b)			２戸以上５戸以下	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ６９，０００円	

(c)	 ６戸以上１０戸以下	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９７，０００円	

(d)	 １１戸以上２５戸以下	 	 	 	 	 	 	 	 	 １４０，０００円	

(e)	 ２６戸以上５０戸以下	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２００，０００円	

(f)	 ５１戸以上１００戸以下	 	 	 	 	 	 	 	 ２８０，０００円	

(g)	 １０１戸以上２００戸以下	 	 	 	 	 	 	 ３８０，０００円	

(h)	 ２０１戸以上３００戸以下	 	 	 	 	 	 	 ５００，０００円	

(i)	 ３０１戸以上	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ５９０，０００円	

ｂ	 共用部分	 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額	

(a)			共用部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの	

	 １１０，０００円	

(b)			共用部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００	

平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 	 	 	 １８０，０００円	

(c)			共用部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０	

００平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 	 ２８０，０００円	

(d)	 共用部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，	

０００平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 ３６０，０００円	



	

(e)	 共用部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，	

０００平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 ４３０，０００円	

(f)	 共用部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のも	

の	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ５００，０００円	

ｃ	 非住宅部分	 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額	

(a)	 基準省令第１条第１項第１号イに規定する非住宅部分の設計一	

次エネルギー消費量が計算されている場合	

次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額	

ⅰ	 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの	

	 ２３０，０００円	

ⅱ	 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０	

００平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 ３７０，０００円	

ⅲ	 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，	

０００平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 ５３０，０００円	

ⅳ	 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１	

０，０００平方メートル未満のもの	 	 	 ６５０，０００円	

ⅴ	 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上	

２５，０００平方メートル未満のもの	 	 ７７０，０００円	

ⅵ	 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上	

のもの	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ８７０，０００円	

(b)	 (a)以外の場合	 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額	

ⅰ	 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの	

	 ８７，０００円	

ⅱ	 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０	

００平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 	 １５０，０００円	



	

ⅲ	 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，	

０００平方メートル未満のもの	 	 	 	 	 ２４０，０００円	

ⅳ	 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１	

０，０００平方メートル未満のもの	 	 	 ３１０，０００円	

ⅴ	 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上	

２５，０００平方メートル未満のもの	 	 ３７０，０００円	

ⅵ	 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上	

のもの	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４４０，０００円	

	 	 一の建築物ごとに１件とする。	

第２条第２７２号を次のように改める。	

(272)	 建築物省エネ法第３１条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費	

性能向上計画の変更（工事の着手予定時期又は完了予定時期に係る変更を	

除く。）の認定の申請（以下この号及び次号において「変更認定申請」と	

いう。）に対する審査	

ア	 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第３０条第１項	

各号に掲げる基準に適合する旨を登録建築物エネルギー消費性能判定機	

関等が証する書類が変更認定申請に係る申請書に添付されている場合	

(ア)	 一戸建ての住宅	 １件につき	 次に掲げる当該建築物エネルギー消	

費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額	

ａ	 建築物省エネ法第３０条第１項の認定を受けた建築物エネルギー	

消費性能向上計画（以下この号において「認定済計画」という。）	

に係るもの	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２，４５０円	

ｂ	 認定済計画に新たに追加されたもの	 	 	 	 	 	 ４，９００円	

(イ)	 (ア)以外の建築物	 １件につき	 次に掲げる額を合算した額	

ａ	 認定済計画に係る建築物の部分について第２７０号ア(イ)の規定に	



	

より算定した額に２分の１を乗じて得た額	

ｂ	 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分又は認定済計画	

に新たに追加された建築物の部分について第２７０号ア(イ)の規定に	

より算定した額	

イ	 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物又は建築物の部分に	

係る特定設計住宅性能評価書が変更認定申請に係る申請書に添付されて	

いる場合	

(ア)	 一戸建ての住宅	 １件につき	 当該建築物エネルギー消費性能向上	

計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じア(ア)に規定する額	

(イ)	 (ア)以外の建築物の住宅部分	 １件につき	 次に掲げる額を合算した	

	 額	

ａ	 認定済計画に係る建築物の住宅部分について第２７０号イ(イ)の規	

定により算定した額に２分の１を乗じて得た額	

ｂ	 認定済計画に係る建築物に新たに追加された住宅部分又は認定済	

計画に新たに追加された建築物の住宅部分について第２７０号イ(イ)	

の規定により算定した額	

ウ	 ア又はイ以外の場合	

(ア)	 一戸建ての住宅	 １件につき	 次に掲げる当該建築物エネルギー消	

費性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額	

	 ａ	 認定済計画に係るもの	 当該建築物エネルギー消費性能向上計画	

に係る一戸建ての住宅の区分に応じ第２７０号ウ(ア)に規定する額に	

２分の１を乗じて得た額	

ｂ	 認定済計画に新たに追加されたもの	 当該建築物エネルギー消費	

性能向上計画に係る一戸建ての住宅の区分に応じ第２７０号ウ(ア)に	

規定する額	



	

	(イ)		(ア)以外の建築物	 １件につき	 次に掲げる額を合算した額	

ａ	 認定済計画に係る建築物の部分について第２７０号ウ(イ)の規定に	

より算定した額に２分の１を乗じて得た額	

ｂ	 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分又は認定済計画	

に新たに追加された建築物の部分について第２７０号ウ(イ)の規定に	

より算定した額	

	 	 一の建築物ごとに１件とする。	

第２条第２９１号及び第２９２号中「附則第１２条第１７項」を「附則第１	

２条第１９項」に改める。	

	 	 	 附	 則	

この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正	

する法律（令和元年法律第４号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれ	

か遅い日から施行する。	

	

	

参考資料	

	

制	 定	 要	 旨	

	

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、建築物

エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請において、申請建築物以外の建築

物を含めて申請された場合の審査に係る手数料を定めるため、この条例を制定

するものである。	




